
〈養護者による虐待の類型〉  

① 身体的虐待 

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 

例）平手打ちをする、移動させる時に無理に引きずる、ベッドに縛り付け四肢を拘束する等 

② 心理的虐待 

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

例）怒鳴る、排泄の失敗や食べこぼしなどを嘲笑したり人前で話したりして恥をかかせる等 

③ 介護・世話の放棄・放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による身体的、心理的、性的虐待と同様の行

為の放置等養護を著しく怠ること。 

例）水分や食事が十分に与えられず空腹状態が長時間にわたり継続している、髪や爪が伸び放題で衣服や寝具が汚れたまま

の状態が継続する等 

④ 性的虐待 

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

例）性行為を強要する、排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する等 

⑤ 経済的虐待 

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

例）生活に必要な金銭を渡さない、医療や介護サービスなどに必要な費用を支払わない等 

〈高齢者虐待対応の流れ〉

 

虐待対応として取り組む必

要がない場合

【初回相談の内容の共有と、事実確認を行うための協議】

【訪問調査】

高齢者の安全、虐待が疑われる事実についての確認

※受け付けた組織内の複数の職員で、対応が必要な可能性を判断

【立入調査】

【やむを得ない事由による措置、

面会制限】

【成年後見制度の市長申立】

緊急性や状況に応じて適

切なものを選択して早急

に介入する

【虐待対応計画に沿った対応の実施】

高齢者の安全確保、追加的な情報収集の実施

【評価会議】

①対応の実施状況の共有

②虐待対応として取り組む必要性についての検討

【虐待対応の終結】

【虐待の疑い無しと判断

した事例】

・聞き取りのみ

・情報提供・助言

・他機関への取次・あっ

せん

【虐待の疑い無しと判断

したが包括支援センター

として対応を継続する必

要があると判断した事

例】

・権利擁護対応

（虐待対応除く）

・包括的・継続的ケアマ

ネジメント支援

状況に応じて

対応依頼

関係者

関係機関対応報告

【高齢者が安心して生活を送るための環境整備の状況確認】

【虐待が解消していない場

合】

・虐待発生要因の分析及び

虐待対応計画の見直しを行

い、虐待対応を継続する

【虐待の解消が確認された

場合】

・関係機関への関与の引継

ぎ

・権利擁護対応

（虐待対応除く）

・包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援

【コアメンバー会議】

①情報の整理②虐待の有無の判断

③緊急性の判断④虐待発生要因・課題の整理

⑤対応方針の決定⑤虐待対応計画の作成

【関係機関、関係者等からの情報収集】

※個人情報例外規定に基づく調査

玉名市高齢介護課 玉名市包括支援センター

相談・通報・届出

【対応の実施状況および虐待が解消したかどうかの確認】

参考：厚生労働省老健局.市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について,2018.p.33-34 

資料２ 


